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児童扶養手当の支給額の認定誤りについて

 このたび、児童扶養手当の支給額の認定が誤っていたことが判明しましたのでお知らせ

いたします。

１．経緯

 ２月１２日（水）に県の令和６年度児童扶養手当事務指導監査の結果を受け、児童扶養

手当の月額支給額を認定する際に、給与所得及び非課税公的年金所得が両方ある場合は、

２０万円を控除すべきところ、児童扶養手当法施行令第４条第１項に規定する１０万円の

控除のみを適用し、租税特別措置法第４１条の３の１１に規定する所得金額調整控除の１

０万円を適用させていなかったため、手当の支給額を算定する基礎となる所得額を誤り、

月額支給額を少なく認定していることが判明しました。

２．対象者及び金額

支給対象者：２名

  追加支給額：８５，９４０円

対象者Ａ：令和５年１月認定分から令和６年１２月認定分まで ５７，１８０円

対象者Ｂ：令和５年１１月認定分から令和６年１０月認定分まで ２８，７６０円

３．福祉課の対応

  対象となる方に対して、事務処理誤りについて謝罪するとともに、支給不足となった手

当額を令和７年３月支給分に上乗せして支給させていただくことについて説明し、ご理解

いただきました。

４．再発防止策

マニュアルやシステムの見直しを行い、制度内容についてシステム上では対応できてい

ない場合はその旨等を引き継ぎ事項に記載するとともに、制度や事務処理について理解を

促し、注意事項の周知徹底を図り、再発防止に努めてまいります。 

５．公表について

  市公式ホームページに掲載いたします。
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